
   令和７年度 

～展覧会、コンサート、作品集の費用を支援します！～ 

申請受付期間：令和６年１月 5 日（金）～２月 1６日（金） 

〒332-0031 川口市青木 3-17-11（青木三丁目分室 1 階） 

    [ＴＥＬ] ０４８－２５８－１１１６ 

          [ＦＡＸ] ０４８－２５７－６０２２ 

        ※川口市のホームページでも紹介しています。

  http://www.city.kawaguchi.lg.jp/→組織から探す→文化推進室 

申請受付期間：令和７年１月１４日（火）～２月１４日（金） 



■ 文化振興助成事業について 

市民の皆様が自主的に行う文化芸術活動、又は文化芸術に接する機会を提供

する事業を原則市内において開催するものに対して助成いたします。（特段の事

情がある場合を除く。） 

１ 助成対象者                           

次の(1)から(5)に該当する個人又は団体です。 

(1) 市内に在住又は在勤、在学している個人、団体にあっては市内に活動の

本拠を有しその構成員の６割以上が川口市内に在住又は在勤、在学して

いること。 

(2) 個人にあっては概ね４回以上の営利を目的としない個展等の活動実績が

あること。 

(3) 団体にあっては一定の規約を有し、代表者及び住所地、会計経理が明確

であること。 

(4) 一定の活動実績があり、又は事業を完遂できる見込みがあること。 

(5) 過去に本助成を受けた年度以降、２年を経過した個人又は団体。 

※令和４年度以前に助成を受けたかたは今年度の対象となります。 

２ 助成対象事業                       

広く一般の方の参加を得て行われ、その活動の成果が地域に還元されるもの

で、次の事業が該当します。 

(1) 文化芸術活動の成果発表事業 

・美術（絵画・彫刻・工芸・書・写真など）の発表や展覧会 

・音楽（民謡・詩吟を含む）の公演や発表 

・演劇（演芸を含む）の公演や発表 

・舞踊の公演や発表 

   ・茶道、華道などの発表 

   ※出演者又は参加者の６割以上が川口市内に在住又は在勤、在学してい

ること 

(2) 刊行物の発行事業

   ・川口市を題材としている文芸（小説・詩・短歌・俳句・川柳・随筆な

ど）の出版及び文化芸術に関する作品集（画集・写真集など）の出版 

(3) その他、市の文化芸術の振興と発展に資すると認められる事業 



３ 助成対象外となる場合                      

 次に該当する場合は、助成の対象になりません。 

・ 専ら営利を目的とするとき 

・ 特定の政治、宗教活動を目的とするとき 

・ 助成金を除く自己財源を調達できる見込みがないとき 

・ 文化祭や部活動など学校行事に類するもの 

・ 特定の会員、教室、流派などが行う発表会や展覧会に関するもの 

・ 過去２年度（令和５年度～令和６年度）に本制度の助成を受けたもの 

・ 他の助成制度などの助成を受けているとき 

・ 公演や発表の場所が市外のもの 

４ 交付要望書受付期間

令和７年４月１日から翌年３月３１日までに実施される事業 

受付期間・・・令和７年１月１４日（火）～２月１４日（金） 

５ 助成金の額                          

 助成事業に要する経費の総額から、支出経費のうち、助成対象外経費及び

当該事業の実施に伴う収入（入場料収入、広告収入、刊行物販売収入等） 

を控除し、得た額を助成対象経費とし、次の範囲で助成します。 

※助成対象経費となる期間は交付決定日の３ヶ月前から実績報告書提出日

までとなります。

(1) 文化芸術活動の成果発表事業 

助成対象経費の２分の１以内の額で、２０万円を限度とします。 

(2) 刊行物の発行事業 

   助成対象経費の２分の１以内の額で、１０万円を限度とします。 

◎  助成対象経費（例） 

報償費、賃金、印刷製本費、会場使用料、附属設備使用料、会場設

営費、広報・宣伝費、通信運搬費等の助成対象事業に係る直接事業

経費 

◎  助成対象外経費（例） 

恒常的な運営費や人件費、食糧費、懇親会や打ち上げ経費、 

賞品や記念品代、楽器・事務機器等の備品購入費、宿泊費、交通費、

ビデオカメラ・写真機等の購入費、予備費、領収書が徴収できない

もの 

※助成金額についての詳細は、別紙１に記載しておりますのでご確認ください。 



６ 申請から助成金交付までの流れ                             

助成金交付要望書（様式第１号）等の提出 

  受付期間内に、所定の要望書に下記の書類を添えて持参してください。 

（郵送による申込みは不可） 

   ・実施計画書（付表１） 

・収支予算書（付表２） 

・申請者概要書（付表３） 

書類審査（令和７年３月中旬予定） 

審査結果の通知（令和７年３月下旬予定） 

書類審査を経て助成事業を決定し、採択又は不採択についての「助成事業

決定通知書」を送付いたします。 

助成金交付申請書の提出（様式第３号） 

  採択(内定)を受けた方は交付申請書を提出してください。        

助成金の交付決定（令和７年４月） 

交付申請者に「助成金交付決定通知書」を送付いたします。 

※事業終了後に提出していただく決算書を精査し、助成金額を確定します 

ので、この時点で決定する助成額と実際の助成額は異なる場合があります。 

事業の実施 

  事業内容が当初の計画から大きく変更となる場合は承認が必要となります。 

実績報告書の提出（様式第９号） 

  事業終了後、３０日以内に実績報告書に下記の書類を添えて提出してくだ

さい。 

   ・事業報告書（付表４） 

   ・収支決算書（付表２に準ずる） 

   ・領収書の写し（領収書の有効期日は交付決定日の 3 ヶ月前から実績報

告書提出日までとなります） 

   ・参考資料（作成したパンフレットやチラシ、事業の様子がわかる写真等）

助成金額の確定 

  書類を精査したうえで助成金額を確定し、「助成金確定通知書」を送付し 

ます。なお、交付決定額と差異が生じる場合があります。



助成金請求書の提出（様式第１１号） 

  「助成金確定通知書」の受理後、助成金請求書を提出してください。 

助成金の支払い（振込み） 

  助成金請求書に記載された指定の振込み先に振り込みます。 

７ 助成が内定した後の注意点

・助成を受けることが決定した事業は、事業を広報するポスターや、チ

ラシ、パンフレット等に「川口市文化振興助成事業」であることを明

記してください。

・文化活動の成果発表事業については、実施前に入場券やパンフレット 

等を提出してください。 

・助成金は他の用途に使用できません。 

８ 事業内容の変更がある場合

助成金の交付決定後に、事業について変更があった場合は、助成事業計画 

変更申請書（様式第５号）を提出してください。 

なお、変更事項が軽微なものについては、提出の必要がない場合もあります

ので、変更が生じた時点で早急にご相談ください。 

９ 助成事業を中止する場合                  

助成金交付決定後に、申請者の都合によって事業を中止する場合は、助成金 

交付申請取下書（様式第６号）を提出してください。 

１０ 助成金額について   

・事業終了後、提出された実績報告書の内容を精査し、助成金額の確定を行

います。 

・事業内容の変更や事業費に減額が生じた場合、実績報告の確認等により 

助成金が減額となる場合があります



１１ 提出先・お問い合わせ先                 

青木三丁目分室１階（川口市青木３-１７-１１） 

【お問い合わせ先】
川口市市民生活部文化推進室 

TEL ０４８-２５８-１１１６ 

FAX ０４８-２５７-６０２２ 



別紙 1
文化振興助成事業助成金額について

 助成事業に要する経費の総額から、助成対象外経費・当該事業の実施に伴う収入（入

場料収入、広告収入、刊行物販売収入等）を控除して得た額を助成対象経費とし、下

記の範囲で助成します。

文化活動成果発表事業…助成対象経費の２分の１以内で上限額２０万円

刊行物発行事業…助成対象経費の２分の１以内で上限額は１０万円

○助成対象経費（例）

 印刷製本費、会場使用料、附属設備使用料、舞台会場設営費、報償費、賃金、広報・

宣伝費、通信運搬費、消耗品費等の助成対象事業に係る直接事業経費

○助成対象外経費（例）

◆恒常的な運営費や人件費（事務所維持費、電話料等）

◆会員（事業実施団体の構成員）に対する謝礼、賃金等

◆食糧費（弁当、菓子、お茶代等）

◆賞品・賞金・記念品代

◆打ち上げ・懇親会経費

◆楽器・事務機器等の備品購入費

◆宿泊費・交通費

◆ポイント利用分は対象外

◆領収書が徴収できないもの

◆領収書の期日が助成対象の期間外のもの

◆宛名及び但し書きのない領収書

※助成対象外経費については、一例ですので、不明な点がありましたら文化推進室まで

お問い合わせください。

※事業実施後、決算書の提出により内容を精査したうえで交付額を確定します。

（提出された決算書の精査により、助成対象経費の２分の１以内の額が交付決定額を

上回る額になった場合は交付決定額が交付確定額になります。）

〇領収書の有効期日について 

※助成対象となる領収書の有効期日は交付決定日の３ヶ月前から実績報告書提出日

（事業終了後３０日以内）までとなります。期間外の領収書は交付対象外となります

のでご注意ください。

例：交付決定日が４月１日、事業実施日が１１月１日の場合 

交付決定日の 3 ヶ月前 実績報告書は

事業終了後 30 日以内に提出

交付決定日４／1 事業実施日１１／１
実績報告書

提出日１２／１
１／１

領収書の有効期日



様式第１号 

                           令和   年   月   日 

文化振興事業助成金交付要望書 

（あて先）川口市長 

所在地 

名  称 

代表者氏名          

下記の事業を行いたいので、川口市文化振興事業助成金交付制度へ申し込みます。

なお、本件の助成が決定した場合は、個人情報を一般公開することに同意します。 

記 

１ 助成対象事業名 

２ 助成金交付申込額       金      千円  

３ 添付書類 

（１） 実施計画書（付表１） 

（２） 収支予算書（付表２） 

（３） 申請者概要書（付表３）※下記の書類を添付 

・団体規約 

・事業に係る構成員の名簿 



                                   付表 １ 

実  施  計  画  書  

助成対象事業 名  

開 催 日 程 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

入 場 料 金 有  料  （      円）   ・   無  料

開 催 会 場  

ｽ ﾀ ｯ ﾌ 、出演者 

及び参加予定人数 

ｽ ﾀ ｯ ﾌ   人・出演者  人・参加予定人数    人

                   （ 入 場 者 数 含 む ）  

事業の目的及び 

期待される効果 

※事業の説明とあ

わせて具体的に

記入してくださ

い 
※ 事 業 の説 明 と あわせ て 具 体的 に 記 入して く だ さ い 。

事業の具体的内容 

及び特色 

（刊行物事業の場 

合、頒布計画、販 

売金額、掲載内 

容、選定方法等） ※ 刊 行 物発 行 事 業の場 合 は 、頒 布 計 画、販 売 金 額 、 掲 載 内容、 

 選 定 方法 な ど を記入 し て くだ さ い 。 

 今後の計画 

その他参考事項 
共 催 、 後 援 

そ の 他 協 力機 関 

そ の 他 の 助成 金



                                   付表２ 

    収  支  予  算  書  

１ 収 入 

項   目 予 算 額 積 算 内 訳 

入場料収入   

プログラム等売上   

広告料収入   

その他   

自己負担金   

川口市文化振興助成金  ※申請金額を記入 

合  計   

２ 支 出 

項   目 予 算 額 積 算 内 訳 

使用料及び賃借料   

設営・舞台費   

出演料等   

印刷製本費   

講師等謝金   

合  計   



                                   付表 ３ 

             申 請 者 概 要 書 

ふりがな

団体設立年月  年  月
団体名

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

設立経緯

活動目的

普
段
の
活
動
内
容

活動内容

活動場所

活
動
実
績

年 月   内    容 年 月    内    容

収
支

状
況

主な収入源、会費の金額等 

■担当者連絡先 

担 当 者 氏 名 

ふ り が な

                （役職         ） 

担 当 者 住 所 
〒   － 

連 絡 先 

電 話  （    ）    － 

ＦＡＸ  （    ）    － 

携帯電話※任意      －     － 

日中の連絡先 
電話番号等を記入してください 

※助成申請において得た個人情報は、助成の可否の通知等、本申請に関する業務以外

では使用いたしません。 



様式第１号 

                           令和   年   月   日 

文化振興事業助成金交付要望書 

（あて先）川口市長 

所在地 川口市青木２－１－１ 

名  称 ○△合唱クラブ 

代表者氏名 会長 川口 太郎  

下記の事業を行いたいので、川口市文化振興事業助成金交付制度へ申し込みます。

なお、本件の助成が決定した場合は、個人情報の一部を一般公開することに同意しま

す。 

記 

１ 助成対象事業名 ○△合唱クラブ１０周年記念コンサート 

２ 助成金交付申込額       金２００千円 

３ 添付書類 

（１） 実施計画書（付表１） 

（２） 収支予算書（付表２） 

（３） 申請者概要書（付表３）※下記の書類を添付 

・団体規約 

・事業に係る構成員の名簿 

記入例（団体用）

※千円単位で記入してく

ださい。 

規約、会則上の団

体の所在地を記入

してください。 

代表者の役職も必ず

記入してください。

付表 1 の実施計画書と

同一の事業名を記入し

てください。 



個人で申請の場合は名称の

記入は不要です。 

様式第１号 

                           令和   年   月   日 

文化振興事業助成金交付要望書 

（あて先）川口市長 

所在地 川口市青木２－１－１ 

名  称  

代表者氏名 川口 太郎  

下記の事業を行いたいので、川口市文化振興事業助成金交付制度へ申し込みます。

なお、本件の助成が決定した場合は、個人情報の一部を一般公開することに同意しま

す。 

記 

１ 助成対象事業名 子どものためのコンサート 

２ 助成金交付申込額       金２００千円 

３ 添付書類 

（１） 実施計画書（付表１） 

（２） 収支予算書（付表２） 

（３） 申請者概要書（付表３）※下記の書類を添付 

・団体規約 

・事業に係る構成員の名簿 

記入例（個人用）

※千円単位で記入してく

ださい。 

付表 1 の実施計画書と

同一の事業名を記入し

てください。 

個人で申請の場合は住所

をご記入ください。 



                                   付表 １ 

実  施  計  画  書  

助成対象事業 名 ○△合唱クラブ１０周年記念コンサート 

開 催 日 程 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日 

入 場 料 金 有  料  （      円）   ・   無  料

開 催 会 場 ○○総合文化センター・音楽ホール 

ｽ ﾀ ｯ ﾌ 、出演者 

及び参加予定人数 

ｽ ﾀ ｯ ﾌ １０人・出演者３０人・参加予定人数 ５００人

                   （ 入 場 者 数 含 む ）  

事業の目的及び 

期待される効果 

※事業の説明とあ

わせて具体的に

記入してくださ

い 

目的…当会創立１０周年の記念事業としてコンサートを開催し 

   市民の芸術文化の振興に資するとともに、日頃の練習の 

   成果を発表する場を設ける。 

効果…音楽を通して芸術文化を身近に体感してもらう機会の創 

   出。また、当クラブの活動の活性化。 

事業の具体的内容 

及び特色 

（刊行物事業の場 

合、頒布計画、販 

売金額、掲載内 

容、選定方法等） 

プログラム 第１部…当クラブによる合唱 

      第２部…ゲストによる合唱 

      第３部…当クラブとゲストによる合同合唱 

今回は○○をテーマとし、○○にちなんだ曲目を多数取り入れ 

ています。 

※刊行物発行事業の場合は、頒布計画、販売金額、掲載内容、 

 選定方法などを記入してください。

今後の計画 
・○○公民館地区文化祭への参加 

・社会福祉施設等でのミニコンサート 

その他参考事項 
共 催 、 後 援 

そ の 他 協 力機 関 

そ の 他 の 助成 金

後援：○□協会、△△協会（予定） 

記入例（成果発表事業）

今回の事業以後

の計画を記入し

てください。 



                                  付表１ 

実  施  計  画  書  

助成対象事業 名 ○△俳句の会創立10周年記念「□□句集」発行事業 

開 催 日 程 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日 

入 場 料 金 有  料  （      円）   ・   無  料

開 催 会 場  

ｽ ﾀ ｯ ﾌ 、出演者 

及び参加予定人数 

ｽ ﾀ ｯ ﾌ   人・出演者  人・参加予定人数    人

                   （ 入 場 者 数 含 む ）  

事業の目的及び 

期待される効果 

※事業の説明とあ

わせて具体的に

記入してくださ

い 

目的…活動10周年の節目として句集を発行することにより、活

動の記録になるとともに、市内在住の方から広く作品を募集

することにより、俳句に触れる機会を創出する。 

効果…発行物を市内公民館等に配布することにより、市民の俳

句への関心を高め、俳句文化の発展に寄与する。 

※ 事 業 の説 明 と あわせ て 具 体的 に 記 入して く だ さい 。

事業の具体的内容 

及び特色 

（刊行物事業の場 

合、頒布計画、販 

売金額、掲載内 

容、選定方法等） 

頒布計画…市内公民館等に配布予定。販売金額…無料 

掲載内容…川口をテーマに当会会員の句だけでなく、市内在住

の方から広く作品を募集し、作品を掲載する。 

選定方法…当会の選考委員による選考を行い、掲載の可否を判

断する。 

※ 刊 行 物発 行 事 業の場 合 は 、頒 布 計 画、販 売 金 額、 掲 載 内容、 

 選 定 方法 な ど を記入 し て くだ さ い 。 

 今後の計画 

数年に一度日頃の活動の成果物として句集を発行していきた

い。また、俳句愛好者が市内で増えるように会員の増加に努め

たい。 

その他参考事項 
共 催 、 後 援 

そ の 他 協 力機 関 

そ の 他 の 助成 金

後援：○□協会、△△協会（予定） 

記入例（刊行物発行事業）

開催日程について

は、事業着手日～事

業完了日を記入 

太 枠 内 は 記 入 不 要



付表２

収  支  予  算  書
１ 収 入

項   目 予 算 額 積 算 内 訳

入場料収入 0 

プログラム等売上 0 

広告料収入 0  

その他（祝い金） 50,000  

自己負担金 200,000  

川口市文化振興事業助成金 200,000 ※申請金額を記入

合  計 450,000 

※記入例における助成対象経費 450,000（支出合計）－50,000（祝い金）＝400,000 円

２ 支 出

項   目 予 算 額 積 算 内 訳

使用料及び賃借料 100,000 ○○ホール使用料

設営・舞台費 50,000 看板制作費

出演料等 100,000 演奏者 30,000 円、司会者 20,000 円、ゲス

ト 50,000 円

印刷製本費 80,000 プログラム 500 部 50,000 円

チラシ 1,000 部 30,000 円

講師等謝金 80,000 指揮者（1 名）

役務費 20,000 案内状 10,000 円（50 円×200 枚）

お礼状 10,000 円（50 円×200 枚）

賃金 20,000 アルバイト代 5,000 円×4 名

合  計 450,000 

記入例

収入合計額と合わせて下さい

支出合計額と合わせて下さい

※当該事業の実施に伴う

収入は助成対象経費に含

まれません。

川口市文化振興助成金



付表３ 

申 請 者 概 要 書 

ふりがな まるさんかくがっしょう

団体設立年月 ○○年〇〇月
団体名 ○△合唱クラブ

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

設立経緯

合唱好きな地域のメンバーが集まり、○○年○○公民館を拠点に○△合唱クラブ

が発足。

活動目的

合唱を通して地域の交流、発展に寄与するとともに、会員相互の成長を

図ることを目的とする。

普
段
の
活
動
内
容

活動内容

毎週○曜日１０時～１２時合唱の練習

毎年秋、〇〇公民館地区文化祭への参加

活動場所

○○公民館

活
動
実
績

年 月 内    容 年 月 内    容

○○年○月 社会福祉施設○○での

ミニコンサート

○○年○月 ○○○コンサート開催

○○年○月 □□□コンサート出演

収
支
状
況

主な収入源、会費の金額等 

会費 毎月３,０００円 

■担当者連絡先 

担 当 者 氏 名

ふりがな   かわぐち たろう

     川口 太郎      （役職 会長   ） 

担 当 者 住 所
〒３３２－８６０１ 

川口市青木２－１－１ 

連 絡 先

電 話（○○○）○○○－○○○○  

ＦＡＸ（電話番号と同一） 

携帯電話※任意○○○－○○○○－○○○ 

日中の連絡先 
電話番号等を記入してください 

携 帯 ○○○－○○○○－○○○○ 

※助成申請において得た個人情報は、助成の可否の通知等、本申請に関する業務以外では

使用いたしません。 

記入例（団体用）

活動実績…主だったもの

を記載してください 



付表３ 

             申 請 者 概 要 書 

ふりがな かわぐち  たろう

団体設立年月  年  月
団体名 川口 太郎

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

設立経緯

〇□音楽大学ピアノ専攻卒業。川口市内各地でコンサートを開催している。

活動目的

生まれ育った川口でより多くの人に自分の演奏を聴いてもらい、市民の皆さんに

ピアノの演奏を届けたい。

普
段
の
活
動
内
容

活動内容

年に 1 回○○会館で△□コンサートを定期開催。その他市内の公民館や、小学校

にて老若男女問わず、楽しめるコンサートをテーマに活動中。

活動場所

市内各地の公民館や、小学校等

活
動
実
績

年 月 内    容 年 月 内    容

○○年○月
○○会館で△□コンサ

ート開催

○○年○月
△△公民館で□□コン

サート出演

○○年○月
□△小学校でコンサー

トに出演

○○年○月
○○会館で△□コンサ

ート開催

収
支

状
況

主な収入源、会費の金額等 

チケット代、出演料等 

■担当者連絡先 

担 当 者 氏 名

ふりがな かわぐち  たろう

川口 太郎  （役職     ） 

担 当 者 住 所
〒３３２－８６０１ 

川口市青木２－１－１ 

連 絡 先

電 話  （○○○）○○○○－○○○○ 

ＦＡＸ  （電話番号と同一） 

携帯電話※任意○○○－○○○○－○○○○ 

日中の連絡先 
電話番号等を記入してください 

携 帯 ○○○－○○○○－○○○○ 

※助成申請において得た個人情報は、助成の可否の通知等、本申請に関する業務以外では

使用いたしません。 

記入例（個人用） 太枠内は記入不要 

申請者の経歴を記入 

太枠内は記入不要 

活動実績…主だったもの

を記載してください 



○△合唱クラブ名簿

名 前 住 所

１ ○○ △△ 川口市青木

２ ○○ △△ 川口市芝

３ ○○ △△ 東京都板橋区

４ ○○ △△ 川口市戸塚

５ ○○ △△ 川口市安行

６ ○○ △△ 川口市新郷

７ ○○ △△ 埼玉県さいたま市

８ ○○ △△ 川口市鳩ヶ谷本町

９ ○○ △△ 川口市上青木

１０ ○○ △△ 川口市川口

１１ ○○ △△ 川口市西青木

１２ ○○ △△ 川口市桜町

１３ ○○ △△ 川口市戸塚東

１４ ○○ △△ 埼玉県蕨市

１５ ○○ △△ 埼玉県戸田市（川口市内在勤）

１６ ○○ △△ 川口市宮町

１７ ○○ △△ 川口市芝西

１８ ○○ △△ 東京都北区

１９ ○○ △△ 東京都足立区

２０ ○○ △△ 川口市西川口

２１ ○○ △△ 埼玉県草加市

２２ ○○ △△ 埼玉県越谷市

２３ ○○ △△ 埼玉県さいたま市

２４ ○○ △△ 川口市元郷

２５ ○○ △△ 川口市朝日

川口市内に関しては大字まで、

市外に関しては市町村名まで

ご記入下さい。

市内在住及び在勤者が、全体の人数の６割を超えているこ

とが助成対象の条件になります。

参考例

市内に在住又は在勤、在学者が、全体の人数の
６割を超えていることが助成対象の条件になります。



○△合唱クラブ 会則

（名称及び住所）

第１条 このクラブは○△合唱クラブと称し、事務所を会長宅に置く。

（目的）

第２条 合唱を通して地域の交流、発展に寄与するとともに、会員相互の成長を図ること

を目的とする。

（事業）

第３条 このクラブは前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

    １．講師を招いてその指導を受ける。

    ２．地域における文化・芸術活動への参加及び協力。

    ３．練習は毎週○曜日△△公民館にて行う。

（役員）

第４条 このクラブには次の役員を置く。

    会長 １名 副会長 ２名 書記 ２名

    会計 ２名 監査 ２名

    役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。

（役員の選出）

第５条 前条の役員は、会員の互選とする。

（役員の職務）

第６条 役員の職務は次のとおりとする。

    １．会長はこの会を代表し、会務を総括する。

    ２．副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。

    ３．書記はこの会の会議・行事のすべてについて記録する。

    ４．会計はこの会の経理を行う。

    ５．監査はこの会の業務を監査する。

（総会）

第７条 総会は、会長が招集して、次の事項を決定する。

    １．前年度事業報告及び収支決算報告に関すること。

    ２．新年度事業計画及び収支予算計画に関すること。

    ３．役員選出に関すること。

    ４．会則の決定並びに変更に関すること。

    ５．その他、このクラブに関する重要なこと。

（議事）

第８条 総会は年１回以上開催し、会長が議長となり議事を進行し、出席会員の過半数の

同意を得て決定する。可否同数のときは議長が裁定する。

参考例



（役員会）

第９条 役員会は必要に応じて会長が招集する。この会則に定めるもののほか、必要な事

項は、役員会において定める。

（会計）

第１０条 このクラブの経費は、次に掲げるものをもって充てる。

    １．会費（１人月額３,０００円）

    ２．寄附金、その他の収入

    ３．臨時の出費が生じた時は、会員より均等割りで徴収する。

（会計年度）

第１１条 会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。

附則 この会則は、平成○○年△月□□日から施行する。令和


